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●海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案

【目標・効果】
①日本船舶等を450隻とする体制の早期確立を図り、我が国の安定的な海上輸送の確保を実現
②先進船舶の導入を促進し、我が国海事産業の国際競争力強化、海運分野における環境負荷の低減を実現
（ＫＰＩ） ①：日本船舶等の隻数 238隻(2015年央) ⇒ 415隻(2022年度末) ⇒ 450隻(可能な限り早期)

②：我が国造船業の船舶建造シェア 20％(13百万/68百万総トン、2015年） ⇒ 30％(22.5百万/75百万総トン、2025年）
先進船舶の導入隻数 0隻(2017年) ⇒ 250隻(2025年)
我が国造船業の売上げ 2.4兆円(2014年) ⇒ 6兆円(2025年)

＜予算関係法律案＞

ブロードバンド通信を活用した
効率的な航行の実現

（航路選定、メンテナンス等）

準日本船舶

日本船舶

年

経済安全保障に必要な450隻 不
足

隻
数

背景・必要性

○ 我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさら
されている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本
船舶等の確保が必要。（日本船舶と準日本船舶(注)で
450隻必要）

①経済安全保障の確立

②海事生産性革命（i-shipping）の推進

(注)先進船舶：運航を効率化できる先進的な技術（海上ブロード
バンドを活用した通信等）を搭載した船舶や、天然ガス燃料船
⇒運航の効率化、環境負荷低減等

③国際条約の確実な履行

○ MLC条約（海上労働条約）や、STCW条約（船員の訓練・資格証明・当直基準条約）が改正。

日本船舶等の隻数の推移

(注)現行は、外航船舶運航事業者（オペレーター）の海外子会社所有船（外国籍船）
のうち、災害時等に迅速に日本籍化されることについて大臣認定を受けたもの。

○ 我が国海事産業の活性化及び国際競争力の強化
を図るため、先進船舶(注)の研究開発・製造・導入・
普及を制度的枠組みのもとに促進することが必要。

①準日本船舶の認定対象の追加等＜海上運送法等＞

法案の概要

○ 準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外
子会社保有船を追加 【トン数標準税制の拡充関係】
（注）現行は、外航船舶運航事業者の海外子会社保有船のみ

②先進船舶導入等計画認定制度の創設＜海上運送法＞

○ 先進船舶導入等計画の認定制度を創設

③船員の資格の創設等＜船員法＞

○ 海上労働証書の検査項目の追加、有効期間の延長措置等
○ 天然ガス燃料船や極海を航行する船舶に乗船する船員の資格を新設

先進船舶導入等計画

○研究開発に関し、計画と実施の両面に
ついて補助実施【平成29年度予算案】

○事業開始等に必要となる行政手続の
一括化等の関係法律の特例等

先進船舶導入等促進基本方針に基づき、
船舶運航事業者や舶用機器メーカー等が
作成

大臣認定

経済安全保障の早期確立、国際競争力の強化

○ 航海命令時に準日本船舶を日本籍化する際に必
要な諸手続の円滑化（船員法）

○ 国土交通大臣が先進船舶の研究開発・製造・導入に関
する基本方針（先進船舶導入等促進基本方針）を策定

先進船舶導入等促進基本方針

認定計画に基づく先進船舶の導入等を補助金等により
支援

ガス燃料タンク

天然ガスを燃料
とするエンジン

天然ガス燃料船

現状：計238隻

2022年：計415隻

目標：計450隻

○ 海上運送事業の強化を通じた造船業等の活性化により、地方創生に繋げる必要。

資料３



・外航船舶運航事業者が、「日本船舶・船員確保計画」を作
成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、日本船舶等に
係る利益について、みなし利益課税の選択が可能。

・利益の変動が激しい外航船舶運航事業者にとって、毎年
の納税額が予見可能となり、船舶投資を安定的・計画的
に行うことが可能。
・平成25年度から、日本船舶に加えて準日本船舶も対象に
追加。

みなし
利 益

黒字が多い年でもみなし利益
に課税

黒字が少ないか、赤字の年で
もみなし利益に課税

トン数標準税制の適用を受けると

日本船舶等に係る海運業の利益

年度ごとの
実際の利益

建造シェア20％
売上2.4兆円

建造シェア30％
売上6兆円

【2014年】 【2025年】

造船の輸出拡大と地方創生

●海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案（予算関連法案）についてのご説明資料
トン数標準税制（平成21年度適用開始）

【注１】外国船主保有船の隻数：３７１隻
【注２】国内オーナーの海外子会社保有船の隻数：８２０隻
【注３】我が国商船隊全体の日本船舶の隻数：１９７隻

オーナー
（本邦船主）

オーナー海外子会社
（船舶保有）

航海命令時に
フラッグバック
する契約

資本関係

準日本船舶の認定
の共同申請

国土交通大臣

オペレーター
（本邦船社） 航海命令時に

譲渡・貸渡し
する契約

国土交通大臣

（本邦船社）
オペレーター

オペレーター海外子会社
（船舶保有）

航海命令時に
フラッグバック
する契約

資本関係

準日本船舶の認定の申請

我が国商船隊の規模
：約２，５００隻

うち認定事業者の運航する船隊の規模
：１，６７６隻

※平成２７年６月末時点

準日本船舶の拡充

対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（トン数税制）について、海上運送法等の改正を前提
に、次の措置を講じた上、平成３２年３月３１日までに日本船舶・船員確保計画について認定を受けた対外船舶運航事業を営
む法人に対して適用できることとする。

① 準日本船舶に本邦船主の子会社が所有する一定の要件を満たした外国船舶を加える。
②（略）
③（略）

平成29年度与党税制改正大綱

日本船舶の確保・船員の育成及び確保に関する基本方針
（平成25年国土交通省告示第326号）

日本船舶・船員確保計画の認定制度の概要

日本船舶・船員確保計画の作成（船舶運航事業者等）

日本船舶・船員確保計画の認定（国土交通大臣）

先進船舶・造船技術研究開発費補助金：1.25億円
・計画策定経費補助
・先進船舶技術研究開発の実施補助（補助率1/2）

平成29年度予算案（予算関連法案）

海事生産性革命（i-Shipping)

＜現行の準日本船舶の認定スキーム＞

＜新しい準日本船舶の認定スキーム＞

船員の資格の創設等＜船員法＞

【時点は各年6月末現在】

造船業の
国内生産比率

造船業の
地方生産比率

国内
85％

海外
15％

大都市圏
７％

海外
９％

造船業の
部品国内調達率

地方圏
93％

国内
91％

地域経済を支える海事産業


